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○輪島景観重点地区修景整備事業補助金交付要綱 

平成22年３月31日告示第48号 

改正 

平成30年４月１日告示第45号 

平成31年３月14日告示第８号 

令和２年３月31日告示第44号 

令和３年３月31日告示第81号 

令和７年10月１日告示第161号 

輪島景観重点地区修景整備事業補助金交付要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、輪島市景観条例（平成21年輪島市条例第50号。以下「条例」という。）第31

条に規定する必要な支援に関し、輪島市補助金等交付規則（平成30年輪島市規則第19号）に定め

るもののほか必要な事項を定めるものとする。 

（補助金の対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、景観法（平成16年法律第110号）第16条第１項第

１号及び第２号の行為のうち、輪島景観重点地区修景整備事業取扱指針（以下「指針」という。）

により補助対象として定める事業（以下「補助事業」という。）を行った者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、令和６年１月１日から令和７年９月30日までの間に補助事業を行っ

た者については、当該補助事業の完了した日から起算して１年を超えない日を期限として、当該

補助事業で交付を受けた補助金の額と次条に定める補助金の額との差額が分かる書類を提出でき

る場合に限り、対象者とする。 

（補助金の額） 

第３条 補助金の額は、予算の範囲内において、別表のとおりとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、補助事業に係る費用が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当

該各号に定める金額を補助事業に係る費用から控除するものとする。 

(１) 他の補助制度等により補助金等の交付を受ける場合 補助金等として交付を受ける額（当

該補助制度等に補助率の定めがあるときは、補助金等を補助率で除して得た額（その額に1,000

円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額）） 

(２) 公共事業の施行に係る移転補償の対象となる場合 当該移転補償として受ける額 

（補助事業の認定の申請） 
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第４条 補助金の交付を受けようとする者は、補助事業認定申請書（様式第１号）に関係書類を添

付して、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による申請は、補助事業の着手前に行うものとする。ただし、市長がやむを得ない

理由があると認めるときは、この限りでない。 

（補助事業の認定） 

第５条 市長は、前条第１項の規定による補助事業認定申請書の提出があったときは、その内容の

審査及び必要に応じて行う調査等により、補助事業の認定をするかどうかを決定し、補助事業認

定（却下）通知書（様式第２号）により当該申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助事業を認定する場合において、必要な条件を付することができる。 

（変更等の手続） 

第６条 前条の規定による補助事業認定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）は、やむ

を得ない理由により補助事業認定申請書の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするとき

は、輪島景観重点地区修景整備事業変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市長に提出

しなければならない。 

（変更等の承認） 

第７条 市長は、前条の規定による変更等承認申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、

当該変更等を承認するかどうかを決定し、輪島景観重点地区修景整備事業変更（中止・廃止）承

認（不承認）決定通知書（様式第４号）により速やかに当該補助事業者に通知するものとする。 

（実績報告） 

第８条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助金交付申請書兼実績報告書（様式第５号）

に当該補助事業が適切に行われたことを証する書面を添付して、市長に提出しなければならない。 

（交付決定等） 

第９条 市長は、前条の規定による実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査及び

必要に応じて調査等を行い、その結果を、補助金交付（不交付）決定通知書兼補助金額確定通知

書（様式第６号）により当該補助事業者に通知するものとする。 

２ 補助金は、原則として前項の規定による補助金の交付決定の通知を受けた者の請求により交付

する。 

３ 市長は、補助金の交付決定に際し、必要な条件を付することができる。 

４ 市長は、補助事業者に対し、補助事業の内容及び補助金の使用に関して必要があると認めると

きは、その改善を指示できるものとする。 
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（決定の取消し） 

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付決定の全部又

は一部を取り消すことができる。ただし、天災地変その他補助金の交付の決定後に生じた事情の

変更により市長が特にやむを得ない理由があると認めた場合は、この限りでない。 

(１) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。 

(２) 補助金を補助事業の目的以外に使用したとき。 

(３) 補助事業の実施方法が不適当と認められるとき。 

(４) 補助事業の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令若しくはこれに基づく

市長の処分に違反したとき。 

(５) その他市長が特に適当でないと認めたとき。 

２ 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に

関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。 

（雑則） 

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

附 則 

この告示は、平成22年４月１日から施行する。 

附 則（平成30年４月１日告示第45号） 

この告示は、公表の日から施行する。 

附 則（平成31年３月14日告示第８号） 

この告示は、平成31年４月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月31日告示第44号） 

この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月31日告示第81号） 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、当分の間、

これを取り繕って使用することができる。 

附 則（令和７年10月１日告示第161号） 

（施行期日） 
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１ この告示は、公表の日から施行し、令和６年１月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ この告示の施行の際現にこの告示による改正前の輪島景観重点地区修景整備事業補助金交付要

綱の規定により行われた申請、決定その他の行為は、この告示による改正後の輪島景観重点地区

修景整備事業補助金交付要綱の規定により行われた申請、決定その他の行為とみなす。 

別表（第３条関係） 

区分 補助金の額 限度額 

輪島景観重点地

区 

屋根（下屋根、庇等を含む。）補助事業に係る費用の３分の２

以内の額 

100万円 

外壁 補助事業に係る費用の３分の２

以内の額 

100万円 

外部建具 補助事業に係る費用の３分の２

以内の額 

100万円 

外構、工作物等 補助事業に係る費用の３分の２

以内の額 

100万円 

景観重要建造物 補助事業に係る費用の３分の２

以内の額 

300万円 

景観重要樹木 補助事業に係る費用の３分の１

以内の額 

20万円 

備考 

１ 補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。 

２ 輪島景観重点地区内にある景観重要建造物は輪島景観重点地区の補助金の対象としない。 

３ 輪島景観重点地区内で新築する場合において、指針に定める屋根の修景基準を満たさない

ときは、輪島景観重点地区の補助金の対象としない。 

４ 令和６年１月１日から令和７年９月30日までの間に補助事業を行い補助金の交付を受けた

者については、この表の補助金の額からこの表の各区分に応じて当該補助事業で交付を受け

た補助金に相当する額を控除した額を補助金の額とする。 
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様式第１号（第４条関係） 
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様式第２号（第５条関係） 
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様式第３号（第６条関係） 
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様式第４号（第７条関係） 
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様式第５号（第８条関係） 
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様式第６号（第９条関係） 

 


